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Ⅰ．はじめに
　精神障害者への就労支援は、2006 年に改正障害者雇
用促進法が施行され、精神障害者が法定雇用率の算定
対象になったことから、ますます推し進められるように
なってきた。このような就労が実現するためには、雇用
する企業側の考えを知ること1）や、事業主の雇用経験を
理解すること2）が必要になってくる。さらに、これまで
作業所などが担ってきた就労前訓練の役割や、精神障害
者の自立と社会参加を促進してきた支援3）を、これから
は、就労先の現場が行う人的支援4）によって提供される
ことが求められるようになると考えるのである。
　それでは、精神障害者を受け入れる企業に求められる
就労とはどのようなものであろうか。本研究ではこの
問いに対して、地域で実際に精神障害者への就労支援を
行っている施設職員を対象に、ミラクル・クエスチョン
を用いて探索的に検討することにする。ミラクル・クエ
スチョンとは、ソリューション・フォーカスト・ブリー
フ・セラピー（Solution focused brief therapy）と呼ば
れる心理療法において用いられる質問技法である5）。こ
の療法は、問題志向型の面接ではなく、解決志向の面接
をするという特徴を持っている。そして、そこではクラ
イエントに解決のための肯定的イメージを喚起させるい
くつかの質問技法が準備されており、ミラクル・クエス
チョンはその中の一つである。
　基本的なミラクル・クエスチョンの技法は、「夜、寝
ている間に奇跡が起きて問題が解決したら、翌朝、その

奇跡が起きたことがどんなことでわかりますか」といっ
た質問をすることで、クライエントから解決像のイメー
ジを引き出すものである6）。本来、この質問は、心理療
法のプロセスの中で、十分な経験を持つ心理療法家が用
いたときにその効果を発揮するものである。本研究は、
心理療法プロセスを対象にした研究ではないが、このミ
ラクル・クエスチョンの考え方を援用して、現在、精神
障害者への就労支援を行っている施設職員が精神障害者
にとって望ましい職場をどのようにイメージしているの
かを明らかにすることを目的とするために用いることに
した。それは、このような試みを通して、今後必要とさ
れる具体的な精神障害者への就労支援を明確にしたいと
いう意図があるからである。そして、精神障害者のある
肯定的な就労の解決像を得ることを通して、今できる新
たな支援とは何かといった検討が可能になると考えるの
である。

Ⅱ．方法
１．研究対象者
　地域における作業所や福祉施設などで精神障害者の就
労支援を担当している施設職員。
２．調査期間
　平成 20 年 2 月～ 3 月に実施した。
　なお、本調査は、地域で精神障害者の就労支援を実施
している施設職員を対象にした一連の研究の一部であ
り、他の研究成果はすでに報告した7）。
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３．データ収集方法
　インタビュー調査を実施した。インタビュー内容は、
ミラクル・クエスチョンを援用して、「奇跡が起きて精
神障害者の理想の就労が実現できるとしたら、あなたは
どのようなところで、それが理想の就労であることに気
づくでしょうか」という問い対して自由に話してもらっ
た。
　インタビュー内容は対象者の許可を得て IC レコー
ダーに録音した。その後、逐語録におこした。
４．データの分析方法
　KJ 法8）の第 1 ラウンドに準じて行った。
　具体的には以下の手順で行った。
１）逐語録に起こした内容を文章単位（1 ～ 2 文程度）
で抜き出しカードに記入した（ラベルづくり）
２）ラベルを広げ、意味が近いと考えられるカードを集
めて表札を作成した（グループ編成）。
３）グループ編成作業を繰り返し行い、最終カテゴリー
を抽出した。
４）最終カテゴリーの関連に着目して図解化を行った。
５）図解化したものを文章化した。
５．倫理的配慮
　対象施設の責任者と対象者に対して、研究の目的・方
法などの概要を文書と口頭で説明した。そして、研究へ
の参加は自由意志によるものであり、不参加でも不利益
を生じないこと、途中で辞退する権利などを説明した。
また、得られた情報は研究以外では使用しないこと。結
果の公表にあたっては、匿名性とプライバシーの保護に
努めることを約束した。
　以上の点を説明し、同意書への署名をもって研究参加
への承諾を得た。なお、本研究は、研究者の所属する機
関の研究倫理委員会の承認を得て実施した。

Ⅲ．結果
１．対象者の概要
　研究対象者は、地域における作業所や福祉施設など
で精神障害者の就労支援を担当している施設職員 7 名で
あった（表 1）。

２．施設職員が理想と考える精神障害者の就労
　逐語録から、一文に一つの意味が含まれるように文章
を抜き出しカードに記入した。その後、同じ内容のカー
ドを集めて、共通するテーマを付与し再びカードに記入
しラベルを作成した。その結果、16 枚のラベルが得ら
れた。それらをさらに分析したところ、最終的に５つの
カテゴリーに分類された。それらは、【人が仕事を持っ
て続けることを体験させる】、【不足を補う環境がある】、

【率直に話し合って成り立つ人間関係が存在する】、【自
分が安全であることが実感できる】、【同じ病気で悩んで
いる人への相談員のような仕事】であった。（【　】は最
終カテゴリー）
１）【人が仕事を持って続けることを体験させる】
　このカテゴリーは、与えられて仕事をきちんと楽しく
できることや、自分の仕事に対して楽しみを見出すこと
を含んでいた。
２）【不足を補う環境がある】
　このカテゴリーは、障害者の特徴を理解した指導方法
や、障害者の能力を理解した環境があることを含んでい
た。
３）【率直に話し合って成り立つ人間関係が存在する】
　このカテゴリーは、職場の人間関係や、仕事に必要な
コミュニケーションをとることができることを含んでい
た。
４）【自分が安全であることが実感できる】
　このカテゴリーは、自分のことをわかってくれる人が
いることの実感を得られることや、必要以上のストレス
が与えられることがないということを含んでいた。
５）【同じ病気で悩んでいる人への相談員のような仕事】
　このカテゴリーは、1 枚のカードであったが、上記の
他のカテゴリーに含まれないことから、最終カテゴリー
とした。
３．図解化
　これら 5 つの最終カテゴリーを空間配置させた図解化
を作成した（図 1）。
4．文章化
　図解化に基づいた文章化を行った（表 2）。

表１　対象者の属性

対象者 所属施設 職種 性別
就労支援
経験年数

現職場の
経験年数

Aさん X作業所 作業指導員 女性 10年 1年
Bさん X作業所 作業指導員（PSW） 女性 13年 3年
Cさん Y施設 生活支援員（PSW） 女性 5年6カ月 6カ月
Dさん Y施設 ケースワーカー 女性 35年 9年
Eさん Z作業所 作業指導員 男性 3年 3年
Fさん Z作業所 相談支援専門員（PSW） 女性 11年 11年
Gさん Z作業所 作業指導員 女性 1年2ヶ月 1年2ヶ月
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Ⅳ．考察
1．就労の基盤にあるもの
　今回の結果から、まず【自分が安全であることが実感
できる】という、精神障害者が自分自身の安全を実感で
きる職場であることが、望ましい就労の基盤にあること

が明らかになった。もともと、精神障害者はストレスに
弱いことが指摘されており9）、対象者は、職場での人間
関係が安定した、安全と認識できる環境であるほど、就
労は継続しやすいと考えていることが明らかになった。
また、このようなストレスに対する脆弱性は、精神障害
そのものからくるものと、身体条件からくる場合もある
ことを考慮する必要性が指摘されており、何らかの身体
疾患をもつ場合や身体障害を合併している場合には注意
が必要10）であると考えられた。
　また、【率直に話し合って成り立つ人間関係が基盤に
ある】、【不足を補う環境がある】など、実務面について
は、精神障害者が不足している部分や、苦手と考えられ
る就労の形態を補うような支援、精神障害者が職場の人
たちと率直に話し合える人間関係を形成する土壌を持っ
ていることが大切であると考えられていた。相澤11）は、
働くことを希望する人であっても、就職できればそれで
いいわけではなく、問題は、どのような働き方をするか
ということが大切であると述べている。そして、その人
にあった仕事内容や労働条件、職場環境でなければ、障
害があってもなくても、働くことは苦痛になってしまう
と指摘している。このような支援は、障害者試行雇用事
業やジョブコーチ支援事業として、すでに雇用支援施策

図１　施設職員が理想と考える就労の図解化

表 2　施設職員が理想と考える就労の文章化

地域で精神障害者への就労支援を行っている施設職員

は、理想的な就労として、【不足を補う環境がある】

と【率直に話し合って成り立つ人間関係が存在する】

をあげていた。そして、【不足を補う環境がある】と【率

直に話し合って成り立つ人間関係が基盤にある】は相

互に深い関係を持ちながら成立していた。さらに、【不

足を補う環境がある】と【率直に話し合って成り立つ

人間関係が存在する】はそれぞれ【人が仕事を持って

続けることを体験させる】ことと相互作用を持ってい

た。そして、【人が仕事を持って続けることを体験さ

せる】ことは、【同じ病気で悩んでいる人への相談員

のような仕事】と深い関係を持っていた。これらすべ

てのカテゴリーは、【自分が安全であることが実感で

きる】ことによって支えられることによって成り立っ

ていた。
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に含まれていると考えられるが、就職準備段階から職場
定着までの期間にとどまらない、より継続的な支援が求
められているのではないかと考えられた。
2．就労の先にあるもの
　対象者は、職場における望ましい就労環境を基盤にし
て、【人が仕事を持って続けることを体験させる】とい
う就労を理想と捉えていた。これは、人が仕事を持って
続けるという、本来の就労の意義にかかわるものである
と思われた。しかし、一方で相澤11）は、「仕事を通じて、
自己実現を図り、社会的な役割を担い、収入を得る、精
神障害のあるなしにかかわらず、多くの人にとって、働
くことの意義には共通する面があるといえる」と述べ
ている。そして、「多くの人に当てはまることを、あた
かも精神障害のある人だから当てはまると見なすのはい
かがなものであろう」と疑問を呈している。確かに、こ
の意見には、ことさら精神障害者の就労の意義を誇大的
に解釈してきたところがあるかもしれない。江畑 10）も、
就労することが絶対視されることが不幸な結果を招く可
能性に言及している。この点を補うためにも、当事者の
ニーズや特性に配慮した有効で適切な援助方法、援助技
術が求められてくる12）と考えられた。
　また、このような就労の経験を経た後に、精神障害者
が、当事者としてメンタルヘルスを支える仕事に就くこ
とが視野に入れられていた。この視点は、クラブハウス
方式 13）～ 15）、注 1）を、より発展させた就労の位置づけにな
るのではないかと考えられ、クラブハウスモデルによっ
て得られるリカバリーやエンパワー16）といった当事者
の力を獲得した先に見えてくる就労のあり方であろうと
考えられた。

Ⅴ．結論
　本研究は、地域で精神障害者の就労支援を行っている
施設職員を対象に、理想と考える就労のあり方を、ミラ
クル・クエスチョンを手がかりに検討してきた。その結
果、精神障害者の就労にあたっては、自分が脅かされな
い安全と認識できることを基盤にして、精神障害者の特
徴を理解した職場環境のもと、人として仕事を持って、
その仕事を続けていくことが体験できる職場を理想の職
場と考えていた。そのためには、仕事に対する楽しみや、
達成感を持てること、さらに将来的な職業的広がりとし
て、同じ病気で悩んでいる人に対する援助を行うことが
できることを目指した展望も明らかになった。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題
　本研究は、対象者数が限られていることから一般化す
ることは難しい。しかし、今回明らかになった結果は、
実際に地域で精神障害者の就労支援を行っている施設職

員が抱く理想の就労を明らかにしたものである。今回得
られた理想の就労に向けて、現実の精神障害者を取り巻
く環境に目をむけ、実行可能な目標を設定しながら今後
も就労支援に取り組んでいくことが重要であると考えて
いる。
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〈注〉
1）クラブハウスとは、「従来の専門家によるケアや訓練
とは異なって、職員がメネジメントサービスを提供して自
助の力を養い、当事者相互の支援活動を培うシステム」13）

である。
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